
2023年4月1日現在

愛知県消費生活総合センター　（０５２）９６２－０９９９
名古屋市消費生活センター
岡崎市消費生活センター
一宮市消費生活センター
瀬戸市消費生活センター
知多半田消費生活センター
（半田市、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町）
春日井市消費生活センター
海部地域消費生活センター
（津島市、愛西市、弥富市、あま市、大治町、蟹江町、飛島村）
碧南市消費生活センター
刈谷市消費生活センター
豊田消費生活センター
安城市消費生活センター
西尾市消費生活センター
犬山市消費生活センター
常滑市消費生活センター　
江南市消費生活センター
小牧市消費生活センター
稲沢市消費生活センター

（０５２）２２２－９６７１
（０５６４）２３－６４５９
（０５８６）７１－２１８５
（０５６１）８８－２６７９
（０５６９）３２－２４４４

（０５６８）８５－６６１６
（０５６７）２３－０１５０

（０５６６）４１－３３１１
（０５６６）９１－１１９５
（０５６５）３３－０９９９
（０５６６）７６－７７４９
（０５６３）６５－２１６１
（０５６８）４４－０３９８
(０５６９）４７－６１３９　
（０５８７）５３－０５０５
（０５６８）７６－１１１９
（０５８７）３２－２５９４

東海市消費生活センター　
大府市消費生活センター
知多市消費生活センター
知立市消費生活センター
尾張旭市消費生活センター
岩倉市消費生活センター　
豊明市消費生活センター　

日進・東郷消費生活センター

清須市消費生活センター　
北名古屋市消費生活センター
みよし市消費生活センター
長久手市消費生活センター
扶桑町消費生活センター　
東三河消費生活総合センタ－
・東三河消費生活豊川センター
・東三河消費生活蒲郡センター
・東三河消費生活新城センター
・東三河消費生活田原センター

（０５２）６０３－２２１１
（０５６２）４５－４５３８
（０５６２）３６－２６８８
（０５６６）９５－０１９５
（０５６１）５３－２１１１
（０５８７）３７－７８６７
（０５６２）８５－３７１２

（０５６１）５６－００３９(日進)
（０５６１）３８－３１１１(東郷)

（０５２）３２５－５１５１
（０５６８）２２－１１１１
（０５６１）３２－８０１５
（０５６１）６４－６５０３
（０５８７）９３－１１１１
（０５３２）５１－２３０５
（０５３３）８９－２２３８
（０５３３）６６－１２０４
（０５３６）２３－６２６０
（０５３１）２３－３８１８

消費者ホットライン困った時は
早めに相談しましょう。 ☎188（いやや！）

※相談は、原則それぞれの市町村にお住まいの方を対象としています。　※相談受付日や時間は、市町村のWEBページや広報誌等で事前にご確認ください。

あいち暮らし
WEB
キャラクター
「ピッピ」

身近な消費生活相談
窓口につながります。

あいちあいち
消 費 生 活 情 報

2023年8月
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高齢者の消費者トラブル未然防止特集号

高齢者の消費者トラブルの特徴

印刷・コピーＯＫです。
広くご活用ください。

　成年後見制度とは、判断能力が不十分な方々を、法律面や生活面で保護・支援する制度です。
　この制度を利用することで、消費者トラブルを防ぐことができる場合があります。
　詳しくは、お住まいの市町村の成年後見センターか、地域包括支援センターにお問合せください。
　なお、「あいち地域包括支援ケアポータルサイト」から、お近くの地域包括支援センターを検索することが
できます。

愛知県では、高齢者等の消費者被害の深刻化を受け、ご本人への啓発に加え、
その周りにいる人たちが高齢者等に気を配り、消費生活センターなどの機関に適切
につなぐことにより、地域全体で高齢者等を見守る体制づくりを進めています。
　今年度も、消費者安全法に基づく愛知県消費者安全確保地域協議会構成員の
方々と必要な取組についての情報交換を行うなど、引き続き市町村における見守り
ネットワークづくりの支援を行ってまいります。

【福祉局高齢福祉課地域包括ケア・認知症施策推進室】

高齢者の消費者トラブル
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一人で悩まず、
お早めにご相談ください！

身近な消費生活相談窓口につながります。
消費者ホットライン☎188

い や！や

音声コードに
対応しています。

認知症などの症状が見られる場合は、成年後見制度の利用も考えてみましょう

検 索あいち地域包括ケアポータルサイト 検 索

市町村

愛知県消費者安全
確保地域協議会

市町村消費者
安全確保地域協議会

県

消費生活
センター

警　察

金融機関

弁護士・
司法書士事業者

団体

消費者
団体

民生委員

社会福祉
協議会

等

地域で高齢者等を消費者被害から守るための見守りネットワークづくりを支援しています！

名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、瀬戸市、半田市、春日井市、豊川市、刈谷市、
豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、江南市、稲沢市、新城市、東海市、知立市、
尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、田原市、北名古屋市、みよし市、長久手市、
扶桑町、幸田町　（2023年5月末現在）

見守りネットワーク（消費者安全確保地域協議会）設置市町（30市町）

みんなで気付いて
みんなで気付いて
みんなで防ごう

気運の醸成・支援

地域包括
支援
センター

詳しくはこちら

検 索あいち暮らしWEB 検 索消費者トラブル情報を始め、暮らしの情報サイト「あいち暮らしＷＥＢ」をご覧ください！

作成/愛知県県民文化局県民生活部県民生活課
〒460-8501名古屋市中区三の丸3-1-2　☎(052)954-6603
・2023年8月作成
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一人で悩まずご相談ください！

　被害にあったことを恥ずかしく思い、家族に
迷惑をかけたくない、だまされた自分が悪い
などとあきらめて、誰にも話さないことがあり
ます。

被害にあっても誰にも相談しない

悪質業者の販売員は高齢者の信頼を得よう
と言葉巧みに近づいてきます。
　消費者トラブルに遭っていることに、ご本人
が気付いていないこともあります。

だまされたことに気づきにくい

信用している
あの人が
まさか･･･

「だまされた自分が悪い」
というあきらめ

「自立して生きたい」
というプライド

家庭で！

高齢者の消費者トラブルを防ぐためには、高齢者ご本人が意識を高めていただくとともに、ご家族や周りの方々が
悪質商法の手口を知り、日頃から高齢者の様子を気にかけ、見守っていただくことが大切です。
　「おかしいな」と思ったら、消費生活相談窓口へつないでいただき、高齢者の消費者トラブルを防ぎましょう！

地域で！

高 齢 者 等



エシカル消費ってなに？  ～ 環境への配慮編 ～
自宅に帰って、
早速料理・・

皮もたくさんあるし、
葉っぱも。
これ、捨てる？

できた!!
大根と豚肉
の煮物！

いやいや、
皮と葉っぱも
食べられるし栄養
もたっぷりだから
使わないと！

地球にやさしい消費で、未来を変えるそれが「エシカル消費」。
　「エシカル」とは「倫理的な」という意味で、人や社会、地域、環境に配慮した商品やサービスを選んで
消費することを「エシカル消費」といいます。
　「安全・安心」、「品質」、「価格」に並ぶ新たな商品選択の尺度です。

今日は
大根が安いわ!!
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必要な量だけ買う
食品ロスの削減

マイバッグを持参する
プラスチックごみの削減

環境負荷の軽減や資源保護

リサイクル製品・
エコ商品を選ぶ

認証ラベル・マークのある
商品を選ぶ

持続可能な森林
資源や水産物の
調達につながる

MSC
「海のエコラベル」

森を守る
FSC®認証

認証ラベル・マークは
他にも多数あり、
これらはその一例です。

地域で生産された農林水産物を
地域で消費する（地産地消）
地域の活性化や環境負荷の軽減

被災地の産品を選ぶ
被災地の復興支援

コロナ禍など社会・経済的影響により打撃を
受けている事業者・生産者の商品を選ぶ
当該者の活動支援

フェアトレード商品を選ぶ
発展途上国の生産者・労働者の
生活改善と自立支援

寄付付き商品を選ぶ
売上金の一部が社会貢献などに
つながる

「エシカル消費」の具体例

必要な量だけ買う必要な量だけ買う

マイバッグを持参するマイバッグを持参する
プラスチックごみの削減

環境負荷の軽減や資源保護

「エシカル消費」の具体例「エシカル消費」の具体例「エシカル消費」の具体例「エシカル消費」の具体例「エシカル消費」の具体例「エシカル消費」の具体例「エシカル消費」の具体例「エシカル消費」の具体例

コロナ禍など社会・経済的影響により打撃をコロナ禍など社会・経済的影響により打撃を
受けている事業者・生産者の商品を選ぶ受けている事業者・生産者の商品を選ぶ

「海のエコラベル」 他にも多数あり、他にも多数あり、
これらはその一例です。これらはその一例です。

地域で生産された農林水産物を地域で生産された農林水産物を
地域で消費する（地産地消）地域で消費する（地産地消）

被災地の産品を選ぶ被災地の産品を選ぶ
被災地の復興支援

環  境

人・社会地  域

寄付付き商品を選ぶ寄付付き商品を選ぶ
売上金の一部が社会貢献などに

障害のある人が事業所等で
作った製品を選ぶ

障害がある人の
自立支援

作った製品を選ぶ作った製品を選ぶ被災地の産品を選ぶ被災地の産品を選ぶ

エシカル消費イメージ動画
エシカル消費の行動例やその効果など、
エシカル消費をイメージできる動画です。

ご視聴は
こちら↓

イメージ動画
（一部抜粋）

エシカル消費ポータルサイト

「エシカル×あいち」
エシカルあいち 検 索

詳しくはこちら

できた!!
大根の皮のきんぴらと、
葉っぱを使った
ふりかけとお味噌汁

食
品
ロ
ス
も
減
っ
て
、環
境
に
も

優
し
い
エ
シ
カ
ル
消
費
！

愛知県エシカル消費ロゴマーク

高齢者の消費者トラブルを防ぐための見守りチェックリスト

※特定商取引法の詳しい情報は、消費者庁のウェブページでご確認ください。
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検 索消費者庁　特定商取引法 検 索

・これまでは、テレビショッピングや新聞広告等を見て電話で注文する際、広告にない商品を
不意打ち的に勧誘された場合も通信販売となり、クーリグ・オフの適用がありませんでした。

・今回の改正により、注文の電話で広告にない商品を不意打ち的に勧誘
された場合は電話勧誘販売となり、クーリング・オフが適用される場合が
あります。

「電話勧誘販売」に関する規定の改正2

・特定商取引法は、訪問販売等で契約を締結するにあたり、紙の契約
書を交付することを義務づけていましたが、今回の改正では、紙で
の交付を原則としつつ、消費者の承諾を得て、電磁的方法
（電子メール等）による提供ができるようになりました。

・電磁的方法による提供をするにあたっては、事業者は消費
者の承諾なしに（消費者に無断で）することはできません。

契約書面等の電子化に関する規定の新設

特定商取引法が改正されました ～2023年6月1日施行～

1

家の様子について
□　家に見慣れない人が出入りしていないか
□　家に見慣れないもの、未使用のものが増えていないか
□　見積書、契約書などの不審な書類や名刺などがないか
□　家の屋根や外壁、電話機周辺などに不審な工事の形跡はないか

本人の様子について
□　定期的にお金をどこかに支払っている形跡はないか
□　生活費が不足したり、お金に困っている様子はないか

あの車…。
見たことないなぁ？

1
Mail

このような変化は

消費者トラブルに巻き込まれているサインかもしれません。

高齢者のSOSを見逃さないようにしましょう。


